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計画策定の趣旨 

 

 

本計画は、かすみがうら市総合計画を上位計画として、市の教育振興のための基本的な施

策を定めたもので、教育基本法第 17条第 2項に基づき、国の教育振興基本計画、いばらき教

育プランとの整合を図り策定したものです。 

 

かすみがうら市では、合併後の初めての計画となる市総合計画を、「きらきら いきいき ふれ

あい育む 豊かなめぐみ野」を将来像として策定、平成１９年から２３年の5年間を計画期間とす

る前期基本計画において、合併による市民・市域の一体化の推進を命題として、まちづくりを進

めてきました。 

 このたび、社会情勢の変化と新たな行政需要に対応するため、平成２４年から２８年の５年間

を計画期間とする、後期基本計画を策定しました。この計画では、前期基本計画の命題を継続

するとともに、東日本大震災における被害のすみやかな復興と、今後の地震に対する対策を最

重点項目として、重点プロジェクトを設定しました。 

 これにより、基本目標の実現に向けて、防災救急体制をはじめ、子育てや介護など、それぞ

れの分野での安心感の向上やブランド力の向上、わがまち感の向上を目指すこととされまし

た。 

 教育分野においても、基本目標である「豊かな学びと創造のまちづくり」の実現に向けて、「教

育の充実」「生涯学習の充実」「青少年の健全育成」「地域文化の継承と創造」を基本とした施

策の展開に当たり、教育環境や教育施設の整備充実による安心感の向上や、生涯学習施設

の整備やスポーツ施設の活用によるわがまち感の向上、地域の歴史や文化の活用によるブラ

ンド力の向上など、重点プロジェクトを位置付けて、平成２４年度から２８年度までの５年間の取

り組みとします。 
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施策の体系 

Ⅰ 教育の充実 

【１】 幼児教育 

① 幼児期における教育の充実を目指して   

【２】 学校教育 

① 安全・安心な教育環境を目指して   

② 教育内容の質の向上を目指して   

③ 教育相談の充実を目指して   

④ 特色と魅力ある学校づくりを目指して   

⑤ 地域や家庭との連携を目指して   

Ⅱ 生涯学習の充実 

① 生涯学習推進体制の確立   

② 生涯学習機会の提供と生涯学習団体への支援   

③ 生涯学習施設の整備充実   

④ 生涯学習情報の提供   

⑤ 地区公民館活動と地域活性化運動   

⑥ スポーツ・レクリエーション活動の推進   

⑦ スポーツ・レクリエーション施設の利用促進   

⑧ スポーツ・レクリエーション団体の育成   

Ⅲ 青少年の健全育成 

① 青少年健全育成活動の推進   

Ⅳ 地域文化の継承と創造 

【１】 地域文化 

① 文化財の保護、活用   

② 歴史・文化を通したふるさと教育の推進   

③ 芸術・文化活動の推進と支援   

④ 文化遺産等を活かした観光事業の展開   

 

【２】 国際交流 

①国際理解と国際交流の推進   
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Ⅰ 教育の充実 

 【１】 幼児教育 

 基本事業の方針 事業計画 

① 幼児期における教育の充実

を目指して 

幼児の主体的な活動の時

間や場を確保しながら、個性

や才能を伸ばすなど、幼児期

の発達の特性に配慮した幼

児教育を支援します。 

□幼稚園教育推進事業 

 ・私立幼稚園就園奨励事業 

私立幼稚園に就園する児童の保護者の負担軽減を行い

ます。 

 ・私立幼稚園保護者助成事業 

私立幼稚園に就園する保護者へ助成を行います。（市単

独事業） 

□子ども・子育て支援新制度については、関係機関と連携を図

りながら対応します。 

 

 【２】 学校教育 

 基本事業の方針 事業計画 

① 安全・安心な教育環境を目指

して 

 児童生徒が安心して、生き

生きとした学校生活を送れる

ように、教育環境や教育施設

の整備充実を計画的に進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)教育環境の充実 

□学校施設耐震化促進事業 

適正規模の学校については、耐震性能が劣る施設の耐震化

を進めます。 

□学校施設統合環境整備事業 

児童生徒数の減少による小規模化が進む学校については、

学校統合と合わせ耐震化などの施設整備を進めます。 

□学校施設維持管理事業 

学校の運営及び授業等に支障が生じないよう、施設の適切

な維持管理を行います。 

□学校コンピュ－ター設置事業 

ICT機器の計画的な更新を行うとともに、教職員の研修機会

を設け、ICT機器の活用能力の向上を図ります。 

□学校図書室運営事業 

蔵書の充実や司書の配置、新聞の配備など、学校図書館の

環境整備を進めます。 

□学校安全推進事業 

ＡＥＤの設置など児童生徒の学校生活の安全はもとより、通

学路の点検により登下校時の安全の確保に努めます。 
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□学校保健事業 

児童生徒の適切な健康管理を行い、学校生活が円滑に行

えるようにします。 

□学校介助員設置事業 

心身に障害のある児童生徒の学校生活を支援します。 

□学校給食管理運営事業 

放射線濃度の測定を含め適切な食品検査を行い、安全で安

心な給食を提供します。また、給食調理員の退職期に併せ、

調理業務の民間委託を進めます。 

②  教育内容の質の向上を目指

して 

基礎的・基本的な知識及び技

能の確実な習得と思考力・判

断力・表現力を高めるため

に、学習指導方法の改善及

び充実を図ります。 

(1)  一人一人の主体的な学びを引き出す教育の推進 

□教育振興事業 

観察実験アシスタントの配置や、学びの広場サポート事業の

実施などにより基礎・基本の確実な習得を図ります。 

□教育活動指導員配置事業 

複式学級に指導員を配置し、学校の円滑な運営を図ります。 

□ＴＴ配置事業 

県少人数教育充実プラン推進事業と併せ、きめ細かな指導

の充実を検討します。 

□学校統合推進事業 

よりよい教育環境をつくるため、小中学校適正規模化実施計

画に基づき学校統合を進めます。 

(2)新しい時代に対応した教育及び地域に合った教育の実践、

スポーツに親しむ習慣の育成 

□指導用教科書整備事業 

児童生徒の習熟度の向上に向け指導用教科書を整備しま

す。 

□学校教材備品整備事業 

教材整備指針に基づき、教材、備品の整備を進めます。 

□中学校部活動支援事業 

中学校体育連盟による体育大会の開催と併せ、各種大会へ

の参加を支援します。 

□学校間連携推進事業 

9年間を見通した系統性・連続性のある学習指導を行うた

め、小小連携、小中連携など学校間の交流を推進します。 

(3) 教職員の資質や指導力の向上 

□教育推進団体設置事業 

教育研究会の研究・研修を支援します。 

□指導主事設置事業 
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 市の教育水準の向上及び教員の授業力の向上を図るため指

導主事を配置します。 

□外国語指導助手設置事業 

外国語指導助手を設置し、中学生が生きた英語にふれる機

会をつくるとともに、小学校の外国語活動の指導体制を充実

します。 

（４）ICT教育の推進 

□ICT機器の計画的な更新を行うとともに、教職員の研修機会

を設け、ICT機器の活用能力の向上を図ります。【再掲】 

（５）特別な支援を必要とする児童生徒への教育の充実 

□障害児就学指導委員会設置事業 

心身に障害を持つ就学児の適切な就学指導を行うための調

査・審議機関として設置します。 

□学校就学支援事業 

様々な問題を抱える児童生徒の円滑な就学を支援するた

め、特別支援学級就学奨励事業、要保護・準要保護児童就

学援助事業を行います。 

 

③ 教育相談の充実を目指して 

様々な悩みや心配ごとがある

児童生徒や保護者が、安心して

気軽に相談できる体制づくりを推

進します。 

□教育相談事業 

教育相談員やスクールカウンセラーなどの配置により、児童

生徒や保護者の相談を受け、適切に対応するとともに不登

校児童生徒等が学校復帰できるよう支援を行います。 

□総合的な教育相談体制の充実 

県事業のスクールカウンセラーの活用や問題を解決するた

め、学校、行政、医療機関との連携・強化により対応します。 

 

④ 特色と魅力ある学校づくりを

目指して 

学校や地域社会の実情に応じ

た特色と魅力あふれる学校づくり

と推進します。 

□特色ある学校づくり推進事業 

児童生徒の創造性や活力をいかした様々な体験・交流活動

など、特色ある取組みを推進します。 

⑤ 地域や家庭との連携を目指し

て 

地域社会や家庭における教育

との効果的な連携を進めます。 

□児童生徒の健全育成を図るため、地域社会や家庭との連携

に努めます。－かすみがうら共育ネットワーク－ 

・学校・保護者・地域社会が一体となり、パトロール活動を進

め、児童生徒の安全確保に努めます。 

・地域の多方面に豊かな人材による授業の支援など、地域の

教育力の活用に努めます。 
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 Ⅱ 生涯学習の充実 

基本事業の方針 事業計画 

① 生涯学習推進体制の確立 

多様な学習ニーズにこたえるた

め、総合的な生涯学習の推進体制

を整え、充実を図ります。 

 

□生涯学習推進事業 

生涯学習推進計画を策定し、生涯学習推進体制の整備充

実と計画に沿った推進に努めます。また、生涯学習推進に

係る組織の連携と協力体制の充実に努めます。 

 

② 生涯学習機会の提供と生涯

学習団体への支援 

市民の多様なニーズを的確に

把握し、それに応じた生涯学習

プログラムを提供するとともに市

民の自主的、創造的な生涯学習

団体活動を支援します。 

□ウイークエンドコミュニティスクール事業の実施 

  学校や日常では体験できない体験学習により、心豊かな人

間性と郷 土を愛する心を育む事業展開を図ります。 

□高齢者大学事業の実施 

高齢者が健康で明るく生きがいのある人生を送るための学習

会を開催します。 

□市民トレッキング事業の実施 

自然の大切さを学び、健康と生きがいづくりを促進します。 

□市民ふれあい農園事業の実施 

土に触れ、作物を作る体験を通じ、農業の重要性を学びな

がら市民相互の交流を図ります。 

□女性団体代表者連絡協議会活動の支援 

市の行事及び女性団体行事への参加協力、チャリティーショ

ーの開催、男女共同参画研修会などの活動を支援します。 

□地域女性団体連絡会活動の支援 

  かすみがうらマラソン、あゆみ祭、かすみがうら祭及び県事

業への参加 と自主事業の開催などの活動を支援します。 

□ちよだ太鼓維持保存事業 

ちよだ太鼓を通し生涯学習の振興及び青少年の健全育成を

図ります。 

□生涯学習フェスティバル実行委員会活動の支援 

生涯学習の意欲を高め、生涯学習社会の実現を目指します。 

□子育て広場事業の実施 

保護者と就学前の乳幼児を対象に子育て広場を開催し、他

の親子との情報交換や交流を通して、子育ての推進を図りま

す。 

□図書館蔵書整備管理事業 

  利用者に対して、優良な図書や視聴覚資料の整備・充実を

図り、利用者ニーズに応えられるサービスの向上に努めると

ともに、読書活動の推進を行います。 
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③生涯学習施設の整備充実 

生涯学習施設の適切な管理

運営と老朽化した施設の計画的

な整備を推進し、学習環境の充

実に努めます。 

生涯学習活動の拠点となる公民館や図書館など生涯学習施

設の適切な維持管理に努めるとともに、学校統合を踏まえて地

区公民館の適正配置を検討し、各施設・設備の整備充実を図

り、学習環境を整えます。 

□ 計画的な施設の改修 

□ 学習情報提供システムの構築 

□ 生涯学習センターの設置 

□ 図書館蔵書整備管理事業 

生涯学習の中核施設として、多様化する市民のニーズに応

じた図書館資料の充実、情報の提供を図ります。 

・図書館資料（図書・雑誌・AV資料）のＩＣ化 

□読書普及活動 

ボランティア団体等の協力を得ながら、読書の普及活動を

実施します。 

・ブックスタート事業 

・お話し会 

・録音図書 

・図書整理 

・読み聞かせ会 

□千代田分館の図書利用促進 

図書館分館及びミニ文庫を継続して行い、図書の利用促進

を図ります。 

 

④ 生涯学習情報の提供 

市民の生涯学習活動を援助

するため、生涯学習情報提供シ

ステムの充実に努めます。 

 

生涯学習推進バンクの推進により市民の多様な生涯学習の

支援を行います。また、市民が学ぶきっかけづくりとして、マナ

ビィガイドやホームページにより情報を提供します。 

□ マナビィガイド発行事業の実施 

□ 生涯学習推進人材バンク事業の実施 

□ 社会教育主事会事業の実施 

□ 社会教育指導員設置事業の実施 

□ 人権教育の推進 
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⑤ 地区公民館活動と地域活性

化運動 

市民の学習と、地域の独自性

を活かしたコミュニティづくりを推

進します。 

□霞ヶ浦公民館運営事業 

地域の実態と特性を踏まえた事業と、特色ある公民館活動を

推進します。また、小中学校の統合に合わせ、地区公民館の

統廃合について検討します。 

・地区公民館管理事業 

・公民館活動推進事業〔球技大会・移動講座・ハイキング・地

域産業体験・各種講座〕 

□千代田公民館管理・運営事業 

施設の適切な維持管理と設備の充実を図り、施設の利用を

促進します。講座等を開講し、多くの市民が学習活動に励む

千代田地区の中核施設を目指します。 

□地域活性化運動の推進 

地域活性化のため、関係機関と連携して、新生活運動・ふる

さとづくり運動・花とみどりの環境美化運動を推進します。 

・新生活運動〔新生活推進協議会運営事業〕 

・ふるさとづくり運動〔集落センター連絡協議会運営事業〕 

・花とみどりの環境美化運動〔花と緑の環境美化コンクール

への参加〕 

 

⑥ スポーツ・レクリエーション活

動の推進 

子どもから高齢者まであらゆる

人が生涯を通してスポーツに親

しむことができる生涯スポーツ社

会の実現を目指します。 

地方スポーツ推進計画を策定し、スポーツ・レクリエーション

機会の創出を図ります。また、指導者の育成を図りながらスポ

ーツ団体の育成強化に努めるとともに、各種事業や団体活動と

の連携を図ります。 

□スポーツ推進委員事業 

□スポーツ団体の育成事業 

□かすみがうらマラソン大会開催事業 

土浦市、かすみがうら市等の複数団体の共催により、大会を

開催し、スポーツの振興を図るとともに、地域の振興や霞ヶ

浦水質浄化への関心を深めます。 

□市民ふれあいスポーツフェアの開催 

市民の親睦・交流、健康づくりを目的としたスポーツ・レクリエ

ーション事業を開催します。 

□市民マラソン大会事業 

市民の体力向上や健康増進を図るため、市民マラソン大会

を開催します。 

□総合型スポーツクラブの充実・強化 

だれもが気軽にスポーツを楽しめる機会を提供できるよう、総

合型スポーツクラブの充実・強化を図ります。 
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⑦ スポーツ・レクリエーション施

設の利用促進 

市民ニーズに応じて多様な利

用が図れるよう、快適で安全な施

設を提供します。 

既存スポーツ施設の連携により様々なスポーツ需要に対応

できるよう、施設の管理運営を充実し利用者の利便性を図りま

す。 

□ わかぐり運動公園管理運営 

□ 戸沢公園運動広場管理運営 

□ 多目的運動広場管理運営 

□ 体育センター管理運営 

□ 第１常陸野公園管理運営 

□ 学校体育施設の開放と利用促進 

 

⑧ スポーツ・レクリエーション団

体の育成 

市民が日常的・継続的に活動

できるよう、スポーツ・レクリエーシ

ョン団体の育成に努めます。 

 

生涯スポーツを推進し、市民の健康保持、増進を図るため、

スポーツ少年団や、市民スポーツ団体、競技団体等のスポーツ

団体を育成するとともに、その活動を支援します。 

□ 体育協会の育成 

□ スポーツ少年団の育成 

□ スポーツ団体の育成 

□ 総合型地域スポーツクラブの育成 

□ かすみがうらスポーツレクリエーション祭の委託 

 

 Ⅲ 青少年の健全育成 

基本事業の方針 事業計画 

① 青少年健全育成活動の推進 

次代を担う青少年の健全育成

を図るため、学校・家庭・地域の

連携を強化し、市民総ぐるみの

運動を展開し、自立心や豊かな

人間性を身につけられるよう支援

します。 

 地域活動における指導者の養成に努め、活動団体の連携の

もと組織の強化を図り、青少年が積極的に自主活動できる環境

作りを支援します。また、青少年の非行の早期発見や未然防止

のため、各関係団体の連携を図り、青少年育成市民会議の活

動を強化します。 

□青少年育成かすみがうら市民会議活動の支援 

□青少年相談員連絡協議会の支援 

□青少年団体活動の支援 

□ＰＴＡ連絡協議会活動の支援 

□放課後子ども教室推進事業の実施 

□家庭の教育力充実事業の実施 

□成人式事業の実施 

 

 

 

 Ⅳ 地域文化の継承と創造 



 10 

 １ 地域文化 

基本事業の方針 事業計画 

① 文化財の保護、活用 

市内に残る文化財を知り、理

解することで、すばらしき先人の

知恵と技術の結晶である文化財

を大切に保護しようとする心情を

養い、次世代の人に継承するた

めの活用を推進していく 

□文化財保護・活用事業 

各種文化財の調査研究を、大学・関連研究機関との共同調

査を含め実施します。また、調査に基づき、保存・活用計画

を策定し、順次実施します。 

 ・文化財保護計画の策定 

・国指定文化財椎名家住宅保存対策事業 

 ・県指定天然記念物「出島の椎」延命対策事業 

 ・指定文化財等の公開 

□文化財活用事業 

展覧会、講座、教室等の文化財を通した事業を、市民ニー

ズにあわせ多角的に展開します。 

・文化財の指定推薦事業 

・民俗芸能伝承事業（成井ばやし、藤切り祇園祭） 

・郷土資料館管理運営事業 

・郷土資料館特別展等開催事業 

・資料保存処理事業 

・収集資料目録作成事業 

 

② 歴史・文化を通したふるさと教

育の推進 

郷土の歴史・文化を学ぶことで、地

域への愛着や誇りなどのふるさと心

情を育み、地域の将来を考える人

材を育成します。 

□郷土資料館を中心に地域の歴史・文化に触れる機会の充実

を図ります。 

・郷土に残る史跡・文化財等の現地学習 

・郷土の歴史・文化を取り上げた特別展の開催 

・郷土の歴史・文化に関わる講座・講演会等の機会充実 

□歴史ライブラリー事業 

郷土の歴史・文化を記録した刊行物や映像などの制作及び

活用機会の充実を図ります。 

・郷土の歴史・文化に関する刊行物の逐次発行及び販売、

貸し出しシステムの整備 

・無形文化財を中心とした映像記録の制作及び販売、貸し

出しシステムの整備 

 

 

 

 

③ 芸術・文化活動の推進と支援 

多くの市民が多くの芸術文化

□多様な芸術文化に触れる機会の充実 

・美術展の開催やコンサート、伝統芸能等の公演の実施 
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に触れ、興味・関心を高めると共

に自らも活動・発表できるよう支

援に努めます。 

□市民の活動や発表の場の充実 

・あじさい館の展示ケースの活用 

・生涯学習フェスティバルの開催 

□文化協会への支援 

 ・芸術文化事業の情報提供 

 ・各種関連団体との交流事業の実施 

□他地域の芸術文化事業及び活動情報の収集と提供 

 

④ 文化遺産等を活かした観光事

業の展開 

文化遺産がもつ観光的魅力を引

き出し、多くの方々が訪れ、楽しん

でいただけるようなシステムを構築 s

します。 

□文化遺産の観光的魅力の調査 

・郷土の文化遺産の評価情報の収集 

□各種文化遺産の観光的活用への取り組み 

・文化遺産への案内板及び解説板、観光ルートの整備と観

光マップの制作 

・解説ボランティアの育成 

・文化遺産を活用した参加型・体験型プログラムの整備 

・文化遺産をモデルにしたゆるキャラの整備、グッズ、食べ物

等の開発 

・文化遺産を活用した六次産業の構築への指導・助言 

 

 ２ 国際交流 

基本事業の方針 事業計画 

①国際理解と国際交流の推進 □少年のつばさ派遣事業 

事業仕分けの結果を受けて、中学生海外派遣事業に関する

事業効果や手法について検証し、継続を検討します。 

 

 

 


